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第１ 基本的な考え方 

 本県の農業・農村は、果樹を始めとする高品質な農作物の生産に加え、環境の保全

や美しい景観形成など多面的機能を有し、県民生活を支えている。しかしながら、農

業就業者の減少や高齢化による人手不足や農業所得の減少、耕作放棄地の増加、集落

機能の低下、地球温暖化や農業災害への対応など、多くの問題を抱えているのが現状

である。 
 こうした問題を解決し、国内の需要や輸出にも対応できる農業の生産基盤の強化を

図り、農業・農村の持続的な発展を実現するためには、担い手の育成・確保、積極的

に経営発展に取り組む農業者や地域農業を牽引するリーダーの育成、生産現場の技術

革新、農村の総合的な振興、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に向けた取組等

がますます重要になっている。 
 このような状況の中で、本県における協同農業普及事業は、農業経営や農村生活の

向上に取り組む農業者、産地に対するソフト面からの支援により、産地の合意形成や

主体性の助長を図りながら、生産性の向上、担い手の育成、農村の活性化など、様々

な問題に対応し、多くの成果を挙げてきた。 
 県では、今後も本県農業が持続的に発展を図るため、令和６年１月に本県の農業振

興の新たな基本指針「やまなし農業基本計画」を策定し、「生産者の所得の向上」に向

け次の目標を掲げた。 
・農畜水産物のブランド価値の向上  
・生産基盤の更なる強化 
これらの目標達成には、直接農業者に接して支援を行う普及指導員（普及指導員の

補職発令の有無を問わず、農業革新支援センター、地域普及センターにおいて普及指

導業務を担当する職員を含む。以下同じ。）が重要な役割を担っている。普及指導員

は、「食料・農業・農村基本計画」や「協同農業普及事業の運営に関する指針」等を踏

まえつつ、技術を中心に、農業者と地域の関係者との連携の構築を通じて、農業者の

所得の向上や地域農業の生産・流通面における革新を総合的に支援する活動を実施す

る。 
 

第２ 普及指導活動の課題と方法に関する事項 

１ 重点的に取り組む課題の内容 

やまなし農業基本計画の基本戦略に基づく具体的な施策の実施に当たり、次の重点

活動分野において、効果的かつ効率的な普及指導活動を展開する。 
 

（１）生産・流通・販売の三位一体の高度化 
＜生産＞ 
○果樹産地の国内外における競争力を強化するため、本県オリジナル品種や優良品種

の早期普及・産地化を図るとともに、生産拡大や出荷体制の整備を支援する。 
○野菜産地の競争力強化のため、重点的に振興する品目を「やまなし野菜」とし、生

産性の向上や高品質、省力、低コスト化などを支援する。 
○水田農業の振興を図るため、高品質米の生産を推進するとともに、麦や大豆への転

換や加工用米・飼料用米等の作付けを促進し、水田のフル活用を推進する。 
○花き産地の振興を図るため、本県オリジナル品種等の生産拡大に取り組むとともに、

高品質化や用途拡大に向けた技術の確立・普及に取り組む。 
○ 畜産の振興を図るため、甲州統一ブランド食肉等の生産基盤を強化するとともに、

低コスト化と生産性の向上に取り組み、持続可能な畜産経営の確立を推進する。 
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○茶産地の振興を図るため、生産力強化に向けた茶園地の集積や老朽化茶園の更新を

支援するとともに、プレミアムティーや有機栽培など茶製品の高付加価値化に取り

組む。 
○ 高い品質を維持しつつ、生産性向上を図るため、匠の技術を見える化する｢データ

農業｣技術を開発・普及するとともに、スマート農業機器などの先進技術の導入を

推進する。 
○ 農畜産物等の高付加価値化を推進するため、４パーミル・イニシアチブやアニマル

ウェルフェアなどの取り組みやジビエの利活用を推進する。 
○ 環境に優しい農業を推進するため、有機農業や環境保全型農業の取り組みを支援す

る。 
○ 物価高騰や異常気象、家畜伝染病への対策を強化し安定生産を支援するとともに、

農薬の適正使用の徹底やＧＡＰ等の導入推進により安全・安心な農産物の生産を支

援する。 
＜流通＞ 
○ 品質管理の徹底と効率的な流通体制を構築するため、出荷規格の統一と共同利用施

設や輸送体制の構築などを支援する。  
＜販売＞ 
○農畜産物の販路拡大を図るため、需要拡大に向けたプロモーションを行うとともに、

直売所や学校給食での地元食材の活用の取り組みを支援する。 
○ 農業の６次産業化を推進するため、加工品開発や販路開拓等を支援する。 
○ 県産農畜水産物の輸出拡大に向けて、新たな輸出先国の開拓や米・牛肉などの輸出

品目の拡大に取り組むとともに、輸出促進に向けた体制づくりを支援する。 

 

（２）戦略的ブランドプロモーションの展開 
○農畜産物の販路を拡大するため、生産・流通・販売の一連のプロセスを三位一体で

高度化することに加え、デジタルとリアルを組み合わせた効果的なプロモーション

を国内外で展開する取り組みを支援する。 
○「おいしい未来へ やまなし」をキャッチフレーズに高品質な農畜水産物等のほか

「匠の技」などをストーリーで情報発信し、ブランド価値の向上を図る取り組みを

支援する。 
○「やまなしジビエ」、伝統野菜等の価値を高め需要を拡大するため、上質な料理を提

供する飲食店等とマッチングすることによりブランド力を強化する取り組みを支

援する。 
 

（３）明日の農業・農村を担う人財づくり 
○ 本県の農業や農村地域の維持・発展に欠かすことのできない財産（人財）となる、

新規就農者や農家子弟、農業へ参入する企業などの多様な担い手を積極的に確保・

育成する。 

○新規就農者等の確保・育成を進めるため、就農の準備段階から就農後の定着・経営

発展までの手厚い支援を行う。 

○また、企業の農業参入を促進するため、農地の確保や営農計画の作成等を含めたき

め細かな支援を行う。 
○ 新規就農者の育成に向けた効果的な研修を実施するとともに、新規就農者や親元就

農した農家子弟に対して、経営に必要な資金や農業機械の調達等に向けた支援を行

う。 

○地域農業の中核となる担い手を育成するため、セミナーの開催や経営の専門家等と
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連携した法人化・経営継承・労働環境の整備等の課題に対する経営支援を通じて意

欲的な農業者等の経営発展を支援する。 
○ 女性リーダーの育成や地域農業を支える農業者グループなどに対し支援するとと

もに、多様な労働力や担い手を確保するため、農福連携を推進する。 

 
（４）農村地域の保全と基盤整備 
○ 市町村の「地域計画（農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第19条第１

項に規定する地域計画（以下「地域計画」という。））」の策定やブラッシュアップ

を支援し、担い手への農地の継承、農地集積の取り組みを推進するとともに、基盤

整備の取り組みを支援する。 
○ 荒廃農地の発生防止と再生・活用に向けた取り組みを支援する。 
○果樹産地等の競争力強化に向けた基盤整備の取り組みを支援する。                            
○農村地域の活性化を図るため、県内各地の風習や食文化などの地域資源を活用し、

都市住民との交流につながる農泊の取り組みを支援するとともに、障がい者の農業

分野での就労機会を確保する農福連携を推進する。 
○洪水や土砂崩れの防止、自然や生物の保護、美しい景観など農村地域の有する多面

的機能の保全活動を支援する。 
○ 本県特有の農村景観や豊かな生態系等を保全するため、自然環境に配慮した農業生

産基盤の整備や農村生活環境基盤の整備の取り組みを支援する。 
○野生鳥獣等による被害を軽減するため、関係機関と連携し効果的な対策を推進する。 
○ 峡東地域の果樹農業システムを保全するとともに、世界農業遺産認定の効果を生か

し、地域の活性化を図る。 
 
（５）防災・減災対策による農村の強靱化 
○近年、自然災害が頻発化・激甚化する中、農業用施設の耐震対策や豪雨対策、長寿

命化対策など防災・減災対策による農村地域の強靱化の取り組みを支援する。 
 

（６）活動領域 
  上記の課題解決に向け、効果的かつ効率的な普及指導活動を展開するため、次の活

動領域を設定する。 
 

活動領域 主 な 業 務 の 内 容 

生産技術 
○高品質・安定生産技術等の指導・支援 
○農業気象災害の事前事後対策の指導と発生状況把握 
○スマート農業、データ農業の導入支援 

経営管理 ○農業経営（制度資金の活用を含む。）の指導 

地域づくり 

○産地の育成強化に向けた推進組織の設置・育成・運営への支援 
○耕作放棄地の再生活動組織の育成・支援 
○企業と連携した農村地域の活性化への支援 
○都市農村交流活動の支援 
○農福連携の推進と支援 
○食農教育の推進と支援   
○各種農業賞への協力 
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農業環境 

○環境保全型農業（有機農業、ＩＰＭ含む。）の技術指導 
○４パーミル・イニシアチブの取り組み支援 
○農地・水保全対策に係る営農活動支援 
○難防除病害虫対策の推進 
○ＧＡＰ導入への技術支援、ＧＡＰ導入産地の組織活動支援 
○ポジティブリスト制度に対応した指導・支援 
○鳥獣被害防止対策の推進 
○農作業安全の推進 

高付加価値化 

○県オリジナル品種・優良品種の普及と技術指導 
○各種認証制度の活用推進 
○農村資源の活用支援 
○輸出拡大に向けた支援 
○地産地消、地産訪消活動の支援 
○６次産業化への支援 
○知的財産取得の取組支援 

担い手育成 

○中核的担い手の育成や法人化、企業の農業参入等の支援 
○新規就農希望者への対応と新規就農者の経営安定支援 
○農地中間管理機構を活用した経営基盤の確立、規模拡大の支援 
○農業再生協議会活動支援   
○集落営農の推進 
○女性農業者の活動支援   
○農業生産組織等の育成・活性化支援 

情報管理 
○普及活動情報の管理と発信、ＩＣＴの導入推進 
○地域農業ＰＲ情報の発信 

調査研究 
○地域農業の現状分析と将来予測、産地診断 
○農業関連施策の企画、提案 

 

２ 普及指導の活動方法に関する事項 

（１）重点化すべき課題に対応した取組の推進方向 
①担い手の育成・確保に向けた新規就農者への支援の充実・強化 

新規就農者の育成に関し、専門学校山梨県立農林大学校（以下、農林大学校とい

う）で行う研修教育による農業技術の習得を支援するとともに、先進的な農業者等

と連携し、新規就農者の技術向上や農業経営、地域の気候・風土等に関する知識習

得を推進するように努める。また、新規参入企業等からの要請に対応し、技術習得

を支援する。 
なお、就農希望者が円滑に就農し、地域への定着が図られるよう、農業革新支援

センター、地域普及センター、農林大学校、就農支援センター、農地中間管理機構

等が連携し、市町村やＪＡ、先進的な農業者等の協力を得て、就農の前後にわたり、

多面的かつ継続的な支援を実施する。 
 

②地域における新技術導入支援及び新技術体系の確立 
スマート農業やデータ農業に関する農業者等からの相談体制を整え、スマート農

業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産方式の導入に向けた取組

を推進する。スマート農業技術活用促進法に基づく生産方式革新実施計画の作成の
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伴走支援や、試験研究機関や民間企業等と連携し、ロボット・ＡＩ・ＩｏＴ等の先

端技術を組み入れた、地域の現場環境に応じた新たな技術体系の確立を支援する。

また、その結果を広く農業者等に示し、目指すべき技術体系のイメージを共有させ

ることで、地域への導入と定着を図る。 
 
③農業支援サービスの活用 

農業者における生産性の向上、経営改善の観点から、専門作業の受託、農業機械

のシェアリング、農業人材の派遣、農作業工程の整理や経営分析等を行う農業支援

サービスの活用を推進する。農業支援サービス事業者に対する作業受託ニーズ等に

係る情報、農業者や産地に対する地域で活用可能な農業支援サービスの情報、生産

コストを低減する経営手法等に関する情報の提供等のほか、事業者と農業者や産地

とのマッチング機会の拡大に資する取組を推進する。 
 
④農村における多様な人材・機関との連携 

農村の課題に対応するため、地域の関係機関と連携するとともに、他産業従事者、

他産業退職者、高齢者、障がい者、外国人等の多様な人材の活用を促進し、地域の

コミュニティの維持・強化等を推進する。関係機関との連携については、次の事項

に留意する。 
ア ＪＡとの連携強化 

効果的かつ効率的な普及指導活動を推進する上で、定型的な技術については、

ＪＡとの役割分担をより明確にした上で、連携を強化することが必要である。 
このため、普及指導員と営農指導員との合同による研修の実施や営農指導員 

の技術等の資質向上を図るための指導や情報交換等を積極的に行う。 
イ 関係機関との連携 

・市町村との連携 
普及指導計画と市町村の地域農業の振興計画や地域計画などとの整合を図 

り、課題の共有化と役割分担を明確にする。また、農村地域の活性化に関する

普及指導活動に当たっては、市町村との密接な連携を確保する。 
・農地中間管理機構等との連携 

担い手への農地の集積・集約化や耕作放棄地の解消に向けた取組に対する

支援を始めとする農地の権利取得等が関係する普及指導活動に当たっては、

農地中間管理機構や農業委員会との密接な連携を確保する。 
・金融機関との連携 

経営改善資金、青年等就農資金等の借入希望農業者等を対象とする普及指

導活動に当たっては、借入申込等が円滑に行われるとともに、融資後の経営改

善等が確実に達成されるよう、日本政策金融公庫、ＪＡ等の金融機関と密接な

連携を確保する。 
・農業再生協議会の活用 

農業再生協議会において、普及指導員は、その構成員として他の当該協議会

の構成員との役割分担を明確化し、地域の中心となる経営体への技術・営農支

援等を中心的に実施する。 
・商工指導団体との連携強化 

地域資源を活かした農産加工品の開発・販売促進を図るため、中小企業団体

中央会、商工会連合会等の商工指導団体との連携を強化する。また、しいたけ

等特用林産物の生産による農業経営改善等の指導に当たっては、林業普及組

織との連携に努める。 
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⑤その他基本的な課題に対応した取組の推進 
   ア みどりの食料システム戦略の推進 

普及指導員は、「みどりの食料システム戦略」（令和３年５月12日みどりの食

料システム戦略本部決定）において掲げられた目標の実現等に向け、気候変動

や生物多様性の保全等の対応に当たって、農業者の経営に配慮しながら、有機

農業を含む環境保全型農業、総合防除（ＩＰＭ）に加え、品種や品目の転換を

含めた高温等の影響を回避・軽減する適応技術の普及等に取り組む。 
イ 農作業安全対策の推進 

市町村、農業団体、農業資材販売店等との連携の下、事故事例に係る情報等

を活用した農作業事故防止に関する研修等を実施し農作業安全を推進する。 
ウ 大規模自然災害等への対応の推進 

地震や豪雨等の自然災害に対する備えとして、農林水産省が策定・公表した

「自然災害等のリスクに備えるためのチェックリスト」の活用、「農業版ＢＣ

Ｐ（事業継続計画）」の策定等を推進する。また、台風、大雪等による被害の発

生が予想される場合は、対策について農業者や関係者に対して必要な指導・助

言を行う。さらに、自然災害等によって農業被害が発生した場合は、市町村、

農業団体など関係機関とも連携しつつ、各種支援措置に関する情報提供等を含

め、早期の復旧や営農再開に向けた支援を行う。 
   エ 農産物の輸出の促進 

農業者の収益性の向上に資するよう、今後成長する海外市場を取り込み、農

産物・食品の輸出の促進を図ることが重要である。輸出の促進に当たっては、

海外で求められる品質・規格や輸入規制に対応したものの生産や、販売者によ

るその生産情報の正確な伝達など、生産から販売まで一体となった取組の効果

的な推進が必要である。 
このため、普及指導員は、農業協同組合等の関係機関や地域商社等と連携し、

農業者にとって収益性の高い自立的な輸出生産基盤の確立を支援する。 
   オ 農村の振興に資する取組の推進 

普及指導員は、地域の関係機関と連携して、食料の安定供給や農業・農村の

多面的機能の発揮に必要となる地域農業全体の維持・発展を目的とする活動

（地域農業で求められる技術革新の推進、地域の合意形成、新規就農者の育成・

確保、女性農業者の活躍推進、鳥獣被害防止対策、地球温暖化対策、自然災害

への対応、環境保全型農業の推進、農産物の安全の確保、農福連携の推進等に

対する支援等生産現場から求められている活動）のほか、地域コミュニティの

維持・強化等、地域ごとに異なる農村の課題解決を支援する。 
鳥獣被害防止対策に当たっては、被害状況を踏まえ、鳥獣を引き寄せないた

めの生息環境管理、柵の設置等による侵入防止対策及び被害を引き起こす鳥獣

の捕獲の取組を地域ぐるみで実施することが重要であり、取組が効果的に行わ

れるよう、鳥獣保護管理の担当部署や市町村等の関係機関、集落の維持に関わ

る活動組織など幅広い関係者との連携体制を構築するよう推進を図るものと

する。 
 

（２）普及指導活動の効果的かつ効率的な実施 
①農業者に対する支援の充実・強化 

農業者に接する際には、関連する施策情報を含めて情報提供を行うよう努めるも

のとする。また、ＩＣＴの積極的な活用を推進し、普及指導活動の効率化・高度化

を図る。さらに、農業者や関係者に対する幅広くかつ迅速な情報提供に当たっては、
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ソーシャル・ネットワーク・サービス（ＳＮＳ）を含むＩＣＴの有効性も踏まえ、

農業者等が情報を受け取りやすい手法を活用する。 
 
②食料システム関係者等の多様な関係者との連携強化 

地域の農産物の供給力を維持・拡大していくためには、生産現場において労働生

産性の高い農業を実現することが不可欠であり、国・都道府県・市町村など地域に

所在する行政機関、農業関係の試験研究機関や地域運営組織、農業協同組合、農林

大学校等の教育機関など地域の農業振興を担う関係機関のみならず、広く食料シス

テム関係者や金融機関など経営に係る助言等を行う民間企業等が地域農業の課題

を共有し、それぞれが課題解決のための取組を行っていくことが求められる。 
このため、関係者間で地域農業の課題を共有するための意見交換等を推進する。

その上で、関係機関・関係者が、それぞれの役割や具体的な取組を検討するととも

に、これを共有するための場づくり等を支援し、合意形成の促進等を行うコーディ

ネート役を担うことを通じた産地のプロデュース機能を発揮するものとする。農業

革新支援専門員においては、これらの活動が活発に行われるよう活動状況等を把握

した上で、活動の促進に向けた関係機関間の協力関係づくりや技術的な助言等の支

援を行い、普及指導計画の立案・実行や重点プロジェクト活動の展開を図る。 
 
③先進的な農業者等とのパートナーシップの構築 

先進的な農業者や地域リーダーとの意見・情報交換を密に図り、新規就農者の育

成や農業者が持つ先進的技術の普及、実証ほ場の設置等による地域モデルの育成な

どに当たって先進的農業者等との連携を図るとともに、将来の地域リーダーの育成

に努める。 

先進的な農業者との協働の事例 

新規就農者の育成 
 
 
 
 

・新規就農者の育成に関し、 
 ①普及指導員は一般的・基礎的な栽培管理手法や

農産物等の安全確保等のために必要な技術等

を指導し、 
 ②先進的な農業者には経営・労務管理手法を含め

た実践的な技術・経営指導を依頼すること 
等により、新規就農者の育成を図ること 

先進的な農業者が持つ

技術の普及 
 
 
 
 

 
 

・先進的な農業者が自ら研鑽・試行錯誤の上で確立

した有用技術について、地域全体での活用を希望

（許可）する場合、 
 ①先進農業者が普及指導員に当該技術のノウハウ

を伝え、 
 ②普及指導員が地域に広めるための技術のマニュ

アル化・平準化を図ること 
等により、当該技術を地域全体に普及させること 

地域モデルの育成 
 
 
 
 

・試験研究機関等が開発した革新的技術について、 
 ①先進的な農業者と協働して実証試験を実施し、 
 ②普及指導員等が当該実証試験への参画を通じ

て、より実用的な技術として改善・確立を図

ること 
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 等により、他の農業者の参考となる地域の先進モ

デルを育成すること 
 
④研究開発への普及指導員の積極的な参画 

農業革新支援専門員を始めとする普及指導員は、試験研究機関が行う研究開発に

企画段階から参画して、実用性の高い技術が開発されるための役割を果たし、その

成果を活かして農業現場における技術革新を推進する。 
地域の農業における課題について技術面からの解決を図るため、以下の点に留意

する。 
ア  日頃から現場課題、技術の改善すべき点、ニーズの把握等に努め、これらを踏

まえ、より実用性の高い技術の開発に向け、試験研究機関に対して積極的に情報

提供し、意見交換を行う。 
イ 試験研究機関等が開催するセミナー等への参加、国や他の都道府県の試験研究

機関との交流を深めるなど、研究開発の動向や最新の技術動向等についての知見

を得る。 
ウ  公募型研究事業を含め、試験研究機関が生産現場での実証試験や農業者に対す

る技術指導を行う際には、積極的に参画し、最新の技術動向等についての知見を

得るとともに、当該実証試験等の効果的な推進や有益な成果の普及を図る。 
エ 研究成果を生産現場に普及する際には、育成者権等の知的財産権の保護や、産

地外への開示を希望しない技術情報等の流出防止策が、現場で着実に実施される

よう、指導・助言を行う。 
 
⑤都道府県間の連携 

都道府県における広域的な課題に対応するため、国や都道府県間のネットワーク

等により、気候変動対策、環境負荷低減に資する生産体系、自然災害への対応、家

畜伝染性疾病や病害虫・雑草防除等の知見の共有化を図る。また、国や他の都道府

県からの依頼等に可能な限り対応するように努める。 
 
⑥普及計画の策定と評価 
ア 普及指導計画の策定 

農業革新支援専門員と普及指導員が連携して、地域普及センターごとに、地域

の課題、普及指導活動の対象者、普及活動の目標と、目標実現のための活動方法

及び活動に要する普及指導員等の配置や関係機関との役割分担等の活動体制な

どを記載した概ね５カ年の普及活動基本計画と毎年度の普及活動年度計画を策

定する。なお、目標については、可能な限り定量的に設定する。 
普及活動については、農政の展開方向及び各地域の状況に応じて、取組の必要

性及び緊急性が高いものに重点化する。活動の対象者については、経営改善に意

欲的な農業者（認定農業者、青年農業者、女性農業者等を含む）及びその集団、

新規就農者、新規参入者（企業）に重点化する。 
イ 普及指導計画の評価 

全ての普及活動計画について、毎年度、内部評価を行い、課題及び対象、目標、

活動方法等の適切性や目標の達成状況を確認・分析し、改善を新たな計画に反映

するものとする。 
また、農業者のニーズに対応し、より高い成果を創出する普及指導活動とする

ため普及活動外部評価委員会を設置し、外部委員の幅広く客観的な視点から評価

を受けるものとする。これら内部評価及び外部評価の結果を踏まえ、適切に、次
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年度以降の普及指導計画の改善を図るものとする。外部評価については実施した

年度又は計画が終了した翌年度に、ウェブサイト等にて公表するものとする。外

部評価に関する事項は別に定める。 
ウ 重点プロジェクト計画の設定 

現場における重要な課題については、普及指導活動の目標、期間、内容、体制

等を明確に定めた重点プロジェクト計画を農業革新支援専門員が定め、地域普及

センターと連携して計画に基づく活動を推進する。計画の策定に当たっては、地

域農業の現状と課題を踏まえ、農業革新支援センターの有する幅広い技術・行政

情報等を活用する。計画には、①３～５年後の目標、②具体的活動内容、③関係

機関との連携、④普及指導活動体制を含むこととし、食料システム関係者等多様

な関係者との連携を図りつつ、公的機関が担うべき内容となるように努める。 
なお、重点プロジェクト計画及びその実施状況や成果については、普及指導活

動を一層高度化する観点や協同農業普及事業に関する情報発信を強化する観点

から、国と協力して広く情報発信するように努める。 
 
⑦調査研究等の適切な実施 

調査研究と普及指導を一元的に実施する普及指導員の機能が十分発揮され、有用

な成果が得られるよう、試験研究機関と十分に連携するほか、市町村、農業団体、教

育機関等と密接な連絡を保ちつつ、専門分野または普及指導活動の技術及び方法に

ついての調査・実証等を行う。 
また、試験研究成果の迅速な普及を図るため、試験研究部門との連携の下、民間の

技術者や技術力の高い農業者の協力も得ながら、現場解決型の実証試験に積極的に

取り組む。 
 
⑧その他、普及活動において留意する事項 

協同農業普及事業の実施に当たっては、農業者からの信頼を確保することが極め

て重要である。このため、個人情報や経営上の機微な情報を収集・共有する際には、

情報の保護および利用に関して適切な管理を徹底し、意図しない情報流出の防止に

努める。また、収集した情報を当初の目的とは異なる用途で利用する場合、または第

三者へ提供する場合には、情報提供者の了解を得るなど、適正な取扱いに十分配慮す

る。 

農業経営の改善に向けた技術指導・経営指導は、農業者の経営判断や自己改善  

の促進に資することを目的として実施するものである。しかし、経営規模の拡大、事

業の多角化、先導的な新技術の導入などの計画には、多額の資金調達を伴い、場合に

よっては経営継続が困難となるリスクが存在する。これらの計画に対して指導を行

う際には、当該リスクについて適切に注意喚起し、指導対象者の理解を十分に醸成す

るとともに、リスク低減に向けて必要な普及指導を行うなど、説明責任を果たすこと

に留意する。 

 

第３ 普及指導員の配置に関する事項 

普及指導の拠点として、県下４ケ所の農務事務所を地域普及センターに位置付け、

技術、知識の総合力をもって地域の課題解決に当たる普及指導員を配置する。また、

農業革新支援業務を担う農業革新支援専門員を、農業技術課、家畜保健衛生所、総合

農業技術センター及び果樹試験場に配置する。農業技術課に技術指導監、農業革新支

援専門員で構成する農業革新支援センターを設置し、農業技術課に事務局を置く。農

業革新支援センターの設置等について、本方針に定めるもののほか、必要な事項は別
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に定める。 
 

１ 普及指導員の配置と職務 

地域普及センターには、地域で必要とされる専門分野、経験年数や在任期間等を考

慮して、普及指導員を配置する。 
普及指導員は、高度かつ実践的な科学的技術・知識に加え、地域農業の実態に関す

る幅広い知見や農業の現場における課題解決能力を駆使し、巡回指導、講習会等の手

段により、農業経営や農村生活等の改善のための普及指導を行う。 
また、国の普及指導員任用資格を有する者の養成及び確保にあたっては、任用資格

の取得を目指す者を原則として地域普及センターに配置し、普及指導員任用資格を有

する普及指導員の監督の下で、現場での課題解決能力の向上を図る。 
 

２ 農業革新支援専門員の配置と職務 

農業革新支援センターには、専門分野に関する高い見識と関係機関との調整力を有

する農業革新支援専門員を配置する。 
農業革新支援専門員は、地域普及センターとの連携・役割分担を明確にして以下の

業務を行う（先進的な農業者からの相談・支援対応を含む）。 
  ①研究・教育・行政機関、食料システム関係者等との連携の企画・調整・推進 
  ②研究への参画、専門技術の高度化及び政策課題への対応 
  ③重要課題の解決に向けた普及指導活動の企画立案・総括・指導 
  ④普及指導員の育成、資質向上 
  ⑤先進的な農業者、地域リーダーとのパートナーシップの構築 
 
 農業革新支援専門員を配置する専門分野と内容 

 

第４ 普及指導員の資質の向上に関する事項 

普及指導員に求められる機能を十分に発揮しつつ、近年の農業分野の技術革新、農

業者の高度かつ多様なニーズ及び地域産業における課題に的確に対応するために必

要な資質の向上が図られるよう普及指導員に対する研修の充実強化に努める。 

専門分野 内容 

普及指導方法 
普及指導、スマート農業、データ農業、 
農産物の輸出産地形成、知的財産 

持続可能な農業、生産工程管理 

環境保全、生産工程管理（ＧＡＰ）、農作業

安全、 
温暖化・自然災害対策、総合防除（ＩＰＭ）、 
鳥獣被害防止対策 

担い手育成・６次産業化 担い手、６次産業化  
経営、地域計画 経営管理、法人化、地域計画 

土地利用型作物 作物・特作 

園芸 

野菜 

花き 

果樹 

畜産 畜産 
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普及指導員の人材育成に関しては、農業行政に携わる技術職員の育成について中長

期的な視点で策定する「農政部技術職員職種別人材育成計画」に基づき、年度ごとに

「普及指導職員研修体系」を策定し、計画的に実施する。 
 

１  向上を図るべき資質 

「スマート農業、データ農業、気候変動への対応、有機農業を含む環境保全型農業、

総合防除（ＩＰＭ）、農作業安全、鳥獣被害防止対策、国際水準ＧＡＰ、知的財産（植

物新品種、栽培技術、商標等）の戦略的な保護・活用に関する高度な技術及び知識」、

「規模拡大、法人化、経営継承や経営管理能力の向上など農業経営等に関する指導に

必要な技術及び知識」、「地域農業・農村の実態や課題の整理を行う分析力やこれらに

基づいた将来展望や関係機関間の連携方策を提案する企画力」などは、普及指導員が

共通して備えるべき資質として、計画的・継続的に向上を図る。 
また併せて、多様な農業者に接して有意義な情報の交換を行うためのコミュニケー

ション能力、食料システム関係者等の多様な関係者と農業者・産地との連携に向けた

意見交換等を円滑に進めるためのファシリテーション能力、地域計画の変更等に要す

る地域農業・農村の実態や課題の整理を行う分析力やこれらに基づいた将来展望や関

係機関間の連携方策を提案する企画力などの資質向上を図る。 
普及指導活動の手法に関しては、過去の普及活動事例や調査研究の成果、試験研究

で開発された技術、各種普及関係手引き等を基礎とし、民間活力の活用促進や研究へ

の参画等の新たな活動に対応できる技術、知識の習得に向けて継続的に研鑽を図る。 
 

２ 資質向上の方法 
（１）研修体系 

県における普及指導活動の課題等に関する研修を計画的に実施するとともに、普

及指導業務を担当する新任職員等に対しては、計画的なＯＪＴ(On the Job Training)
等の現場段階の実践的な研修を実施する。研修の実施にあたっては、経験豊富な指

導主幹や専門員などの職員が有する技術・知識など、普及指導員に求められる実践

的な内容が盛り込まれたものとなるようにするとともに、ｅラーニングや、ＩＣＴ

を活用したオンライン研修、テキスト・動画教材による予習及び復習など、各方法

の特性を考慮し、研修効果の向上に資する工夫を検討する。 
また、国や民間が実施する研修等を活用するとともに、その内容を県における研

修に活用すること等により、研修効果の普及を図る。 
研修体系の考え方は、次のとおりとする。 
①実践指導力の確立期 

普及指導員としての基本的な活動を行う能力を取得するため、普及指導員の

役割、目的意識の醸成や基礎的な普及指導方法の習得等、実践的な指導能力の

向上に関する研修を実施する。 
②専門指導力の確立期 

担当する地域の課題を解決する能力の向上を図るため、専門分野ごとの普及

指導活動に必要な知識・技能の向上等に関する研修を実施する。 
③総合指導力の確立期 

専門指導力に加え、県内の総合的な課題を解決する能力の向上を図るため、

普及指導方法の高度化等に関する研修を実施する。また、若手普及指導員の育

成に資するよう人材育成に関する研修を実施する。 
④企画・運営能力の確立期 

普及指導活動の総体としての機能を発揮させるために、普及指導活動の総合
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的な企画調整、普及指導活動の管理運営等に関する研修を実施する。 
 
（２）研修の計画的な実施 

中長期的な視点に立った人材育成計画及び年度ごとの研修実施体系を作成して

計画的に実施する。研修実施体系の策定に当たっては、普及指導活動の課題を踏ま

えるとともに、普及指導員の研修に対するニーズ、過去に実施した研修の有効性等

を反映し、効果的・効率的な体制の構築を図る。 
 
（３）研修の方法 

研修目的及び対象者に応じて、集合研修のほか、ＯＪＴ、派遣研修等を実施する。 
①集合研修 

講義等の座学のみならず、討議、演習、実習等の手法を取り入れること等に   
より、研修効果の向上を図る。 

②ＯＪＴ 
若手の普及指導員の能力の向上を図るために有効であり、トレーナーの設置

等により育成体制を構築するとともに、研修目標の設置、研修効果の評価、当

該評価を踏まえた内容の見直し等により計画的に実施する。 
③派遣研修 

習得を図ろうとする知識・技術等に応じて、先進的な農業者、試験研究機関、

民間専門機関等の派遣先を検討する。 
   ④ＩＣＴ等の活用 

インターネット等におけるｅ－ラーニングや、ＩＣＴを活用したオンライン

研修、テキスト・動画教材による予習及び復習など、各方法の特性を考慮し、

効果的・効率的な研修方法を検討する。 
 

（４）多様な関係者との連携  
研修計画の策定及び研修の実施に当たっては、幅広い専門的な知識及び技術を習

得できるよう、先進的な経営を実践している農業者、最新の試験研究成果を持つ試

験研究機関・大学、マーケティング経営、ＧＡＰ、有機農業を含む環境保全型農業、

ＩＣＴ、知的財産管理、野生鳥獣の保護管理等に長けたに多様な人材・機関と連携

を図る。 
 

（５）早期育成を必要とする普及指導員等の資質向上 
普及指導活動経験の少ない普及指導員のＯＪＴ等の実施状況や研修効果、意欲等   

について複数の者で確認するなど、当該職員の早期育成と資質向上を図る。また、

研修の進捗を管理するとともに、職員間のコミュニケーションの活発化等により、

地域普及センター全体で当該職員を育成する。農業革新支援専門員は育成体制を総

括するとともに、地域普及センターに対し助言・支援を行う。 
 
（６）留意事項 

①職務経験年数に応じた研修受講機会の確保等 
研修体系における各能力の確立期に普及指導員が必要な研修を受講できるよう

に配慮するとともに、国等の研修を受講した者がその研修内容を伝達する研修を

実施する等、研修効果を最大化するよう努める。 
②農業革新支援専門員の育成に向けた配慮 

プロジェクト活動等の普及指導活動、調査研究活動、他部局との人事交流等を
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通じ、全県的・全国的な農政推進を行うことのできる広い視野を醸成し、農業革

新支援専門員として普及指導活動の総括等を担うことができる者が育成されるよ

う配慮する。 
③普及指導員の自主的な資質向上 

継続的な自己研鑽及び普及指導活動に資する資格取得等に対し誘因を与える等、

普及指導員の自主的な資質向上に向けた取組を助長することが望ましい。 
④人事交流 

普及指導員の技術力を始め総合的な指導力の向上を図る観点から、普及指導員

と研究員や関係行政職員との人事交流について計画的に推進していく。 
 

第５ 普及指導センター等の運営 

１ 地域普及センターの運営 

地域普及センターは、地域内の諸課題について、普及指導員がお互いの機能を補完

するとともに、農業革新支援専門員や農務事務所各課と連携し効率的な取組となるよ

う一体的な活動を推進する。 

普及指導員が培った普及指導に係る情報が途絶えないよう、ＩＣＴを活用した効率

的な情報共有システムの構築等を通じて、当該情報の円滑な継承体制を構築する。 

また、農業者等からのスマート農業、気候変動への対応や有機農業を始めとしたみ

どりの食料システム戦略の推進等に資する農業技術及び農業経営に関する情報を収

集・整理するとともに、収集した情報や支援を通じて得られた知見・情報を含め、各

地域普及センターとの共有を図る。これを通じて、地域普及センターは、これらの情

報発信機能を担うとともに、農業者を始め、食料システム関係者・関係機関、試験研

究機関や民間等の専門家、市町村や農業団体等の関係機関をつなぐハブ機関としての

機能を果たすものとする。 

 

２ 農業革新支援センターの運営 

先進的な農業者等からの高度かつ専門的な技術や経営に関する相談に対応し、農業

者に対する支援の充実・強化及び普及活動の効果的な実施にあたり、農業革新支援専

門員を始めとする普及指導員及び協同農業普及事業主管課の取組を専門的な見地か

ら支援するため、農業革新支援センターを設置し、その運営に当たっては次の点に留

意する。 
（１）情報の整備 
   農業革新支援センターが適切に役割を果たせるよう、試験研究機関、大学、民

間等における研究成果や、他の都道府県の取組等に関する情報の蓄積を図る。 

情報収集に当たっては、国が開催する農業革新支援センター長会議や農業革新支

援専門員ネットワーク会議等の活用の他、全国の農業革新支援専門員のネットワ

ークを活用する。 
 

（２）先進的な農業者等への周知 
   先進的な農業者等とのパートナーシップを構築し、また、農業革新支援専門員

が農業者等からの相談に対応できるよう、農業革新支援センター及び農業革新支

援専門員の業務内容について、先進的な農業者等に周知するように図る。 
 

第６ 農林大学校における研修教育の充実強化  

農林大学校は、「これからの山梨県の農林業・農山村を支える人材を育成する」こと

を目的として、多様化する研修ニーズに対応し、農場実習や派遣実習等を組み合わせ
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た実践的な教育を推進する。 
 

１ 担い手の育成 

①養成課程（養成科） 

農業経営を担う生産のプロフェッショナルを育成するため、現場で通用する農業

生産の基礎技術を学ぶことを第一として、先進農業派遣研修等の実践学習により専

門知識と技術の習得を図る。 

②研究課程（専攻科） 

「果樹経営のスペシャリスト」を育成するため、落葉果樹の高度な栽培技術を学 
ぶことを第一として、農業法人派遣研修等の実践学習により高度な専門知識と技術

の習得を図る。 

③研修（社会人等） 
就農を希望する者、雇用就農者、自営就農者など、研修対象者は多岐にわたるた

め、受講対象者のニーズ、レベルを踏まえた講義や実習（農業の基礎、農業機械操

作や整備、経営管理等）を行い、担い手の養成に資する。 
 

２ 就農支援の強化 

学生や研修生に対しては、地域普及センターや関係機関と連携し早期からの就農相

談、就農事例調査等の実施により就農への意識付けを行う。農業法人の増加により、    

雇用就農を志向する者の増加に対応するため、求人情報等の就農情報を収集・提供し、

学生・研修生と農業法人とのマッチングを支援する。 
 

３ 県内大学や農業系高校と連携した人材育成の強化 

地域農業への人材供給力を充実強化するため、県内の大学と連携し醸造用ブドウや

アグリビジネスに関する研修を実施する。 
また、将来の担い手の確保に向けて、農業系高校の生徒の就農意欲を喚起するため、

農業系高校と連携し、農業系高校等の生徒に対する高度な研修やインターンシップの

機会の提供、先進的な農業者や農業法人の見学等を実施する。 
また、これらの活動を円滑に進めるとともに相互の指導力向上を図るため、指導職

員と農業系高校等教職員との交流・連携強化に努める。 
 
４ 外部評価の実施 

研修教育の質の向上を図り、大学校の設置目的を達成するため、先進的な農業者、

卒業生、関係機関等を含む委員による評価委員会を設置し、就農者の増加や経営発展

に資する研修教育であるか、農林大学校の実践学習、就農支援活動、ＰＲや学生・研

修生の募集活動等の取組について評価を行う。 
 
第７ その他協同農業普及事業の実施に関する事項 

１ 施設・機能の充実 

農業者の高度な要請や情報ニーズへの対応、また効率的かつ効果的な普及指導活動

を展開するためには、機動力の充実強化及び指導用機器等の整備充実を図る必要があ

る。このため、情報通信機器、分析診断機器、視聴覚機材等高度な指導用機器及び巡

回指導用車両等の計画的な整備に努める。 
 

２ その他 

世界の食料安全保障と途上国の経済成長に貢献するために国が行う海外技術協力
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に当たって、海外の普及事業関係職員の研修への対応に努めるとともに、技術協力プ

ロジェクト等への普及指導員の派遣、普及事業関係者との交流、関係情報の収集・提

供等を図る。 
また、普及事業の運営に当たっては、持続可能な開発目標（ＳＤＧＳ）の達成に向け

た取り組みを推進する。 


